
 

 

 

 

 

 

神戸市営地下鉄学園都市駅ビル貸室 

定期建物賃貸借契約書（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
甲（賃貸人） 株式会社こうべ未来都市機構 
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神戸市営地下鉄 学園都市駅ビル貸室 定期建物賃貸借契約書（案） 

 
 株式会社こうべ未来都市機構（以下｢甲｣という。）と＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊（以下｢乙｣とい

う。）とは、神戸市営地下鉄学園都市駅ビル貸室の賃貸借に関し、借地借家法第３８条に基づく

定期建物賃貸借契約（以下｢本契約｣という。）を締結する。 
 
（基本理念） 
第１条 甲及び乙は、互いに協調精神のもと不断の努力により、利用者第一主義を原則として本

件建物の魅力を発揮せしめ、各賃借人との繁栄を期する。 
 
（定期賃貸借物件） 
第２条 甲が乙に対して賃貸する部分（以下｢賃貸借物件｣という。）は、以下のとおりとし、別添

図面中赤線で囲んだ部分とする。なお、契約面積は壁芯で計算し、室内の柱面積を含む。 
 賃貸借物件の表示 
（１）建物の名称    神戸市営地下鉄 学園都市駅ビル 
（２）建物の所在地   神戸市西区学園西町 1 丁目１３ 
（３）建物の構造・規模 鉄骨造 地上５階建 
（４）賃貸借物件    上記建物のうち３階 484.67 ㎡ 
２ 乙は、賃貸借物件が神戸市交通局の所有に属するものであり、本契約が転貸借契約であるこ

とを了解する。 
３ 乙は、第４条第１項の契約期間内において賃貸借物件に係る神戸市交通局と甲との賃貸借契

約が終了した場合、本契約に基づく甲の地位が神戸市交通局に承継されることを了解する。 
 
（用途指定） 
第３条 乙は前条の賃貸借物件を、次の各号に定めた用途に使用しなければならない。 
（１）名  称：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
（２）用  途：＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
２ 乙は、前項各号に定める事項について変更しようとする場合は、文書による甲の承認を得た

後でなければ変更してはならない。 
 
（賃貸借期間） 
第４条 賃貸借期間は、令和６年１０月１日から令和１７年３月３１日までとする。 
２ 本契約は、借地借家法第３８条第１項に定める定期建物賃貸借契約であり、前項に規定する

期間の満了により確定的に終了し、更新はないことを相互に確認する。 
 
（賃貸借契約内の解約） 
第５条 賃貸借期間内において、乙は、６か月前までに甲に文書で予告することにより、本契約

の解約を申し入れることができる。ただし、乙は、前記の予告に代えて６か月分の賃料・共益

費を甲に支払うことにより即時に解約することができるものとする。 
２ 賃貸借期間内において、甲は、神戸市交通局において公用又は公共の用に供するために賃貸

借物件の使用を必要とする事情があるなどの正当な事由がある場合、１年間の期間をおいて文

書で予告することにより、本契約の解約を申し入れることができる。 
 
（賃料） 
第６条 賃料は、月額金＊＊＊＊＊＊＊＊円（税別）とする。 
２ 乙は、賃料の支払時に所定の消費税を併せて支払う。 
３ 乙の賃料支払義務は、乙の賃貸借期間の開始日から発生し、本契約の終了日まで継続する。 



４ 乙は、甲に対して毎月２５日（当日が金融機関の休業日にあたる場合は、その前営業日）ま

でに翌月分の賃料を甲の指定する金融機関の口座へ振り込み支払う。なお、振込に係る手数料

は乙の負担とする。 
５ 賃貸借期間の開始日又は終了日が暦月の途中に存する場合、当該日の属する月の賃料は、１

か月を３０日とした日割り計算により求めた額とする。 
 
（賃料等の改定） 
第７条 前条に規定する賃料及び第８条に規定する敷金（以下「賃料等」という。）について、一

般物価、土地建物の価格、付近の土地建物の賃貸価格、公租公課の変動、その他経済事情に変

動が生じ、賃料等が不相当になった場合は、甲乙協議のうえ改定できるものとする。ただし、

賃料を改定すべき時から３か月を経過しても協議が整わない場合は、借地借家法第３２条に従

って、賃料増減額請求ができる。 
２ 前項の規定により賃料等の改定を行う場合は、甲は改定を予定する６か月前に文書により、

乙にその旨を通知する。 
 
（敷金） 
第８条 乙が甲に預託する敷金総額は、金＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊円とする。ただし、前条第１

項に規定する賃料改定により賃料が増額された場合は、増額分の１２か月相当額を追加預託し

なければならない。 
２ 乙は、前項本文に規定する敷金を令和６年１０月＊＊日までに甲の指定する金融機関の口座

へ振り込まなければならない。また、前項但書により乙が敷金を追加預託する場合も、甲の指

定する期日までに同様の方法で振り込まなければならない。 
３ 敷金は、預託期間中無利息とする。 
 
（債務への充当） 
第９条 乙が甲に対して賃料又は第１１条に規定する共益費その他の支払いを遅滞し、若しくは

損害賠償その他本契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、甲は、任意に前条の敷金をもって、

その弁済に充当することができる。この場合、乙は１０日以内に敷金の不足額を補填しなけれ

ばならない。 
２ 前項に規定する期日までに敷金の不足額が補填されない場合、乙は甲に対して、その期日の

翌日から支払いをした日までの間、不足額に対し、年１４．６％の割合による遅延損害金を支払

わなければならない。 
３ 賃貸借期間中、乙は甲に対して、敷金をもって賃料その他本契約に基づく乙の債務の弁済に

あてることを要求することはできない。 
 
（敷金の返還） 
第１０条 敷金は、乙が第３０条に基づき賃貸借物件を原状に回復し、明渡しその他の義務を完

全に履行したことを甲が確認した後、甲から乙に返還する。 
 
（共益費） 
第１１条 乙は、次に掲げる費用に充てるため、共益費として月額金５０７，７５０円（税別)を
甲に支払う。また、乙は、共益費の支払時に所定の消費税も合わせて支払わなければならない。 

（１）清掃費及び塵芥処理費（共用部分に係るものに限る） 
（２）保安警備費 
（３）光熱水費（共用部分に係るものに限る） 
（４）電気設備・昇降機の保守管理費 
（５）防災施設・消防設備（乙が設置したものを除く）の保守管理費 
（６）給排水設備、その他共同設備の保守管理費 



（７）その他前各号に定めるほか共同管理に要する経費 
２ 共益費の支払義務、支払期日及び日割り計算については、第６条の規定を準用する。 
３ 甲は、賃貸借期間中であっても、物価、公共料金その他経済事情の変動等により共益費が不

相当と認められるに至った場合は、甲、乙協議のうえ共益費を改定できるものとする。 
４ 第１項の共益費は清算をしない。 
 
（個別費用等） 
第１２条 乙は、賃貸借物件内において使用する電気代・水道代については、甲の計算により、

甲の指定する日までに甲に支払わなければならない。ただし、電話その他乙の都合により設置

したものにより発生した費用は、乙が直接各々の事業者に支払う。 
２ 乙が直接事業者に支払うものを除く前項に規定する費用の支払義務及び日割り計算について

は、第６条の規定を準用する。 
３ 本条及び前条に掲げたもの以外の設備の新設等に関する費用の分担については、甲乙協議し

て定める。 
 
（遅延利息） 
第１３条 乙は、甲に支払うべき賃料・共益費・個別費用等の全部又は一部の支払いを遅延した

ときは、その支払いを遅延した額について、その遅延した期間に応じ年１４.６％の割合により

算出した遅延利息を甲に支払わなければならない。 
２ 乙が遅延利息を支払うべき場合において、納付した金額が、遅延金及び遅延利息の合計額に

満たないときは、甲は、遅延利息・個別費用等・共益費・賃料の順に充当する。 
 
（監督・統制事項及び管理規則等） 
第１４条 乙は、監督官庁の指示・命令に基づく監督及び統制に従わなければならない。 
２ 前項のほか、乙は、甲が別に定める管理規則等を遵守しなければならない。 
３ 乙は、営業を行うにあたり、休業日及び営業時間等について甲乙協議して定めた事項を遵守

しなければならない。 
 
（模様替え等） 
第１５条 乙が賃貸借物件内の模様替え又は諸造作、設備の新設、付加、除却若しくは変更（以

下｢模様替え等工事｣という。）を行おうとする場合、乙は、書面による甲の承認を得た上で施工

しなければならない。 
２ 模様替え等工事に要する費用は、乙の負担とする。 
３ 模様替え等工事の内容は、本件建物内の調和、品位、美観等に加え、消防法、建築基準法、そ

の他関係法規及び行政指導、並びに前条の管理規則等に基づき決定しなければならない。 
４ 乙が模様替え等工事を無断で施工した場合、又は甲の承認した設計図書と異なる模様替え等

工事をした場合、甲は、これを変更、中止又は撤去させることができる。 
５ 乙の行う模様替え等工事により、甲又は第三者に対し損害を与えた場合は、乙は、それによ

って生じた一切の損害について、賠償の責を負わなければならない。 
 
（立入検査権） 
第１６条 甲及び甲の指定する者は、本件建物の保全、衛生、防犯、防災、救護、その他管理上必

要がある場合、又は乙の営業状況の検査その他必要がある場合は、賃貸借物件内に立入り、検査

し、適宜の措置を乙に対し求め、又は自らこれをすることができる。 
ただし、立入検査をする場合は、緊急時を除き、乙の営業に支障が生じない時間帯及び態様に

て行う。 
２ 前項に規定する場合において、乙は、正当な理由なくこれを拒んではならない。 
 



（営業報告義務） 
第１７条 甲は、乙に対し、賃貸借物件内で行う営業の状況及び売上金額に関して報告を求める

ことができる。この場合、乙は、誠意をもって事実を正確に報告しなければならない。 
２ 甲は、前項によって知り得た事実について、厳に秘密を守らなければならない。 
 
（届出義務） 
第１８条 乙は、次の各号の一に該当する事実が発生した場合は、甲に対し遅滞なくその旨を書

面により届け出なければならない。 
（１）定款を変更したとき。 
（２）会社の組織を変更したとき。 
（３）代表者又は商号を変更したとき。 
（４）資本構成に重大な変更が生じたとき。 
（５）住所又は印鑑を変更したとき。 
（６）店長、支配人その他名称の如何を問わず、賃貸借物件の管理者の変更があったとき。 
（７）その他営業に関して重大な変更があったとき。 
 
（禁止事項） 
第１９条 乙は、事前に書面により甲の承諾を得ることなく次の各号の一に該当する行為を行っ

てはならない。 
（１）賃貸借物件を第３条に規定する用途以外に使用すること。 
（２）本件建物内全体の秩序を乱す行為を行うこと。 
（３）本契約において生じる権利、又は義務を第三者に譲渡、転貸、又は担保に供すること。 
（４）賃貸借物件を名義の如何を問わず、第三者に使用させること。 
（５）賃貸借物件において、宿直その他名目の如何を問わず宿泊すること。 
（６）賃貸借物件を含む本件建物内の維持保全を害すること。 
（７）危険物その他公衆に危害を及ぼし、又は嫌悪を感じさせる恐れのある物品等を搬入するこ

と。 
（８）賃貸借物件の内外において、甲が許可したもの以外の看板等広告物を掲出すること。 
（９）神戸市屋外広告物条例その他乙が営業に当たって遵守すべき法令に違反し、又は行政の指

導に従わないこと。 
（１０）契約区画以外の場所で商品の陳列等営業を行うこと。 
（１１）その他管理規則等が禁止する行為、又は義務違反に該当する行為を行うこと。 
 
（賃貸借物件及び共用部分の管理） 
第２０条 乙は、賃貸借物件及び共用部分を、善良な管理者の注意をもって使用しなければなら

ない。 
２ 賃貸借物件内の乙の所有に係る財産並びに乙の必要により行う甲の所有に係る財産の修繕に

関する費用は、乙の負担とする。 
３ 乙の修繕工事の施工に係る諸手続きは、第１４条の規定を準用する。 
４ 賃貸借物件及び共用部分に修繕を要し、又は災害防止上必要とする措置をとるべき箇所が生

じた場合は、乙は、速やかに甲に通知しなければならない。 
 
（賃貸借物件等の毀損） 
第２１条 乙は、乙又はその使用人等が賃貸借物件及び共用部分その他の物件を故意又は過失に

より毀損した場合は、速やかに甲に報告し、甲の指定する期間内に修繕しなければならない。こ

の場合において、甲は合理的な期間を指定する。 
２ 乙が甲の指定する期間内に修繕しない場合は、甲は、乙に代わってこれを修繕し、乙は、修

繕に要する費用を速やかに甲に支払わなければならない。 



３ 前項に規定する場合、別に甲に損害を生じせしめた場合は、乙は、その賠償の責を負わなけ

ればならない。 
 
（賃貸借物件の滅失） 
第２２条 天災、火災、その他甲乙双方の責に帰することのできない事故等により、賃貸借物件

の大部分が滅失又は毀損し、相当期間使用できないことが明らかな場合、本契約は当然に終了

する。 
 
（免責事項） 
第２３条 甲は、天災地変又は火災、盗難及び電気、水道、その他の諸設備、建物等の故障その

他の事故による乙の損害に関し、甲の故意又は過失によらないものについては、営業補償等一

切その責を負わない。 
２ 甲が行う本件建物の修繕、改造及び設備の点検に起因する諸サービスの不足及び共用部分又

は賃貸借物件の一時使用停止、若しくは使用上の制約に関して、甲は、営業補償等一切その責を

負わない。 
 
（損害賠償） 
第２４条 乙又は乙の代理人、使用人、請負人及び顧客が故意又は過失により火災その他の事故

を起こし、甲又は第三者に損害を与えた場合、乙は、甲又は第三者に対し、その一切の損害につ

いて賠償の責を負わなければならない。 
２ 前項に規定する事故が生じた場合、乙は甲に対し、速やかにその旨を通知しなければならな

い。 
 
（損害保険） 
第２５条 乙は、賃貸借期間中、火災、盗難その他の事故による損害を補填するため、乙が所有

する賃貸借物件内の附帯設備、内装設備を対象として、資産相当額の損害保険契約及び借家人

賠償保険契約を締結しなければならない。 
２ 前項の定めにかかわらず、乙が損害保険契約の締結を怠った場合、甲は、一切その責めを負

わない。 
 
（営業上の責任） 
第２６条 乙又は乙の使用人等の責に帰すべき事由により、営業上第三者に損害又は迷惑を与え

た場合には、一切を乙の責任において解決しなければならない。 
２ 前項の定めにかかわらず、甲が第三者に対して、乙が負担すべき損害賠償を行った場合、乙

は、その全額を直ちに甲に対して支払わなければならない。 
 
（違約金） 
第２７条 本契約の締結後、賃貸借期間の開始日までに乙がその都合により解約を申入れた場合、

又は、乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、敷金総額の 
３０％相当額を違約金として支払わなければならない。この場合、甲に損害のあるときは、甲が

その損害の賠償を乙に対して別途請求することを妨げない。 
 
（契約の解除） 
第２８条 乙が次の各号の一に該当する場合は、甲は、乙に対し、何らの催告を要せず直ちに本

契約を解除することができる。この場合、乙は、甲に対して、異議を申し立て、又は損害賠償

を請求することができない。 
（１）賃料、共益費等その他の支払いを滞納したとき。 
（２）敷金を甲の指定する期間内に預託しなかったとき。 



（３）甲の指定した期日までに営業を開始しないとき、又は甲の承認なくして休業したとき。 
（４）第１４条に規定する監督・統制事項及び管理規則等に違反したとき。 
（５）第１５条第４項に規定する甲の中止又は撤去命令に従わないとき。 
（６）甲が第１８条の規定に基づく届出内容を不適当と認めたとき。 
（７）第１９条に規定する禁止事項に掲げる行為を行ったとき。 
（８）乙又は乙の使用人が本契約に基づく義務の履行を怠ったとき。 
（９）乙又は乙の使用人が、甲の信用を失墜せしめ、本件建物内全体の秩序を害する等の不信行

為を行ったとき。 
（１０）乙が支払停止の状態に陥り、又は乙に対して、破産、会社更生、若しくは民事再生の手

続きの申し立てがあったとき。 
（１１）乙に対し、第三者から、財産の差押、仮差押、仮処分、又は競売の申し立てがあったと

き。 
（１２）乙において役員、株式その他重要な変更があり、実質的に当初の契約者との同一性が失

われ、又は契約を継続することが不適当と甲が認めたとき。 
（１３）乙の代表者が法令違反に処せられたとき。 
（１４）乙の代表者が懲役又は禁固の刑に処せられたとき。 
（１５）乙の代表者が破産、成年被後見人、被保佐人、又は被補助人の審判の開始を受けたとき。 
（１６）乙が営業につき主務官庁から営業許可の取消処分を受けたとき。 
（１７）乙が廃業し、解散したとき。 
（１８）その他営業意欲、又は協調精神に欠け、本件建物内で営業する者として不適当と甲が認

めたとき。 
 
（公租公課の負担） 
第２９条 乙が賃貸借物件内に設置した造作その他の設備（以下｢造作等｣という。）及び乙所有の

物件に課される公租公課は、乙の負担とする。 
 
（原状回復義務） 
第３０条 本契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合には、乙は、次の各号によって

速やかに賃貸借物件を明け渡さなければならない。 
（１）乙は、甲の指定する期日までに、造作等乙所有の物件を撤去し、賃貸借物件を巻末の工事

区分表に定める甲工事の完了した後の状態に原状回復しなければならない。 
（２）乙が前号に規定する期日までに原状回復の処置をとらなかった場合、甲は、乙の負担にお

いて原状回復の処置をとることができるものとし、乙は、これに異議を申し立てることはで

きない。 
（３）乙は、乙の費用で附加した造作等のうち原状に回復することが困難と認められるものにつ

いて、甲の承認を得た場合は、明け渡しと同時にそのすべてを無償で甲の所有に帰属させる

ことができるものとし、甲は、これを任意に処分することができる。 
（４）甲の承認により乙が残置した造作物及び乙所有の物件については、乙が甲に対して無償譲

渡したものとみなし、甲はこれを任意に処分することができる。 
（５）乙は、賃貸借物件の明け渡しに際して、名目の如何を問わず、賃貸借物件について支出し

た費用の償還、移転料、立退き料及び補償費等これに類する要求は、甲に対して一切行えな

い。 
（６）第１号に規定する期日までに、乙が賃貸借物件を明け渡さない場合、乙は、甲が指定した

期日の翌日から明け渡し完了までの間、賃料及び共益費等相当額を甲に支払い、かつ、明け

渡し遅延により甲が損害を被った場合は、その損害を甲に賠償しなければならない。 
 



(解約金) 
第３１条 賃貸借期間内の下記の各期間内において、乙が第５条に基づく解約を行った場合、又

は、乙の責に帰すべき事由により甲が第２８条に基づき本契約を解除した場合、乙は、甲に対

して以下に掲げる金額を解約金（違約罰）として支払わなければならない。この場合、乙は、

乙の所有する造作等について、乙の負担により原状回復をしなければならない。また、甲に損

害がある場合は、その損害の賠償を乙に対して別途請求することを妨げない。 
賃貸借契約の開始日から令和１０年３月３１日まで      敷金総額の３０％ 
令和１０年４月１日から令和１１年３月３１日まで      敷金総額の２０％ 
令和１１年４月１日から令和１２年３月３１日まで      敷金総額の１０％ 

 
（有益費等の償還請求権の放棄） 

第３２条 乙は、本契約の終了により賃貸借物件を甲に返還するに際しては、乙が賃貸借物件に

投じた有益費及び必要費等の甲への償還請求は一切できない。 

 

（金銭の支払い） 
第３３条 本契約による乙の甲に対する金銭の支払いは、甲が別途指定する場合を除き、乙が甲

の指定する金融機関の口座に振り込むことにより行う。なお、振込に係る手数料は乙の負担と

する。 
 
（反社会的勢力の排除） 
第３４条 甲及び乙は自らが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経

過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知

能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に該当しな

いこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな

いことを確約する。 
（１）暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 
（２）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
（３）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 
（４）暴力団員等に対して便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること 
（５）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有

すること 
２ 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約す

る。 
（１）暴力的な要求行為 
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
（４）風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為 
（５）その他前各号に準ずる行為 
３ 甲及び乙は、相手方が暴力団員等若しくは第１項各号のいずれかに該当し、若しくは第２項

各号のいずれかに該当する行為をし、又は第１項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の

申告をしたことが判明し、相手方との取引を継続することが不適切である場合には、何ら催告

をしないで直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合の本契約の解除に伴い相手

方に費用が発生し、もしくは損害が生じた場合であっても、他の規定にかかわらず相手方は甲

または乙に対し当該費用及び損害の請求を行えない。 
４ 前項の事由により、本契約の解除を請求した者に費用が発生し、もしくは損害が生じた場合

には、その相手方に対して費用の償還または損害の請求を行うことができる。 



５ 本条の定めと本契約における他の条項の定めに齟齬がある場合には、本条の定めを優先す

る。 
 
（専属的合意管轄裁判所） 
第３５条 本契約に関する訴訟については、甲の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合

意管轄裁判所とする。 
 
（疑義の解釈等） 
第３６条 本契約に定めのない事項、又は疑義を生じた事項については、甲乙双方誠意をもって

協議解決する。 
 
 
以上、本契約を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 

 
 
令和６年  月  日 

 
神戸市中央区港島中町６丁目９番１ 

甲 株式会社こうべ未来都市機構 
代表取締役社長 山 平 晃 嗣 
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